
 

 

 
   市政への市民の参画を促すとともに、市民と行政との協働による透明性の高い公

正な市政運営を図るため、パブリック・コメント制度を平成 15 年度から実施してい

ます。 

 

 ⑴ 年度別実績 

 

   項目   

年度 
実施件数 意見提出数 意見項目数 修正項目数 

修正率 
修正項目数/意見項目数 

令和元年度 15 186 325 47 14.5% 

令和２年度 31 395 1,053 164 15.6% 

令和３年度 17 501 872 79 9.1% 

令和４年度 19 230 521 83 15.9% 

令和５年度 21 1,293 1,674 100 6.0% 

 
 
 ⑵ 令和５年度実績 

 

№ 条例・計画等の名称 
担当課 

(名称は当時のもの) 

意見提 

出件数 

意見 

項目数 

修正 

項目数 

１ 
さいたま市再生資源物の屋外保管に関

する条例 骨子（案） 
産業廃棄物指導課 268 67 7 

２ 
さいたま市公立保育所のあり方に関す

る基本方針（素案） 
保育課 43 80 9 

３ さいたま市緑の基本計画改定版（素案） みどり推進課 18 108 7 

４ 
さいたま市レジャープールのあり方方

針（案） 
都市公園課 710 905 35 

５ 
さいたま市住所の表示の変更事業実施

要綱 骨子（案） 
区政推進部 7 4 1 

６ 
新庁舎整備等に伴う「さいたま市総合振

興計画基本計画改定（素案）」 
都市経営戦略部 19 36 4 

７ パブリック・コメント 
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７ 
さいたま市障害者総合支援計画 2024～

2026（令和６～８年度）素案 
障害政策課 18 56 9 

８ 
第５次さいたま市男女共同参画のまち

づくりプラン（素案） 

人権政策・男女共

同参画課 
21 50 3 

９ 
第２次さいたま市がん対策推進計画（素

案） 
保健衛生総務課 11 19 1 

10 
第３次さいたま市自殺対策推進計画（素

案） 
保健衛生総務課 12 17 0 

11 さいたま市健康づくり計画（素案） 保健衛生総務課 25 30 1 

12 さいたま市感染症予防計画（素案） 地域医療課 1 1 0 

13 

第３期さいたま市国民健康保険保健事

業実施計画（データヘルス計画）及び第

４期さいたま市国民健康保険特定健康

診査等実施計画（案） 

国保年金課 0 0 0 

14 
第４次さいたま市防犯のまちづくり推

進計画（素案） 
市民生活安全課 3 5 3 

15 
さいたま市地球温暖化対策実行計画（区

域施策編・事務事業編）（素案） 
脱炭素社会推進課 7 21 4 

16 
さいたま市道路整備計画（令和６年４

月）（素案） 
道路計画課 7 11 1 

17 さいたま市地域防災計画（改定案） 防災課 2 4 0 

18 
さいたま市新庁舎整備等基本計画（素

案） 
都市経営戦略部 91 204 9 

19 
さいたま新都心将来ビジョン改定版（素

案） 
都心整備課 9 21 0 

20 
さいたまいきいき長寿応援プラン 2026

（素案） 
高齢福祉課 18 32 6 

21 
さいたま市総合振興計画基本計画実施

計画（改定案） 
都市経営戦略部 3 3 0 

合  計 1,293 1,674 100 
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 ⑶ パブリック・コメント制度の流れ 

 

条例・計画等の素案の作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

条例・計画等の素案と関連資料の公表、市民から意見募集 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民が意見を提出 

 

 

 

 

 

 

提出された意見を考慮して条例案・計画等を確定 

 

 

 

 

 

 

提出された意見の概要と市の考え方の公表、策定した条例案・計画等の公表 

 

 

 対象となるのは、市の総合的な構想、基本的な方針・計画の策定又

は変更や市の基本的な制度を定める条例、市民等に義務を課し・権利

を制限する条例等の制定又は改廃などです。 

 詳しくは、さいたま市パブリック・コメント制度要綱（参考資料参

照）をご覧ください。 

 意見募集期間は、原則として１か月以上です。 

 条例・計画等の素案と関連資料の公表は、各区役所情報公開コー

ナー・関連課所・施設等への配置や市のホームページへの掲載等に

より行います。 

 郵便（専用封筒があります）やインターネットを利用する方法、

ＦＡＸで送っていただくか、直接お持ちいただきます。 

 いただいた意見を整理・集計し、意見を取り入れた修正等を行い、

条例案・計画等を確定します。 

 公表は、各区役所情報公開コーナー・関連課所・施設等への配置

や市のホームページへの掲載等により行います。 
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